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外部公益通報に関する事務の流れ 
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通報窓口や、公益通報

にあたるかどうかが

分からないときなど 

通報窓口が分か

っているとき 

相

 

談

 

○制度の説明 

○担当課等の案内 

○市に処分権限が

ない場合は権限

あ る 他 の 行 政 機

関を教示 
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そ

の

他

適

切

な

措
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権 限 あ る

他 の 行 政

機 関 を 教

示 

不 受 理 ま た

は情報提供

として受け付

ける旨通知 

○受理の通知 

○調査期間の

見 込 み を 通

知するよう努

める 

○他の行政機関が処分権限等を有する

ことが分かった場合はその旨を教示 

○調査の進捗状況を適宜連絡し、利害

関係人のプライバシー等に配慮しつ

つ調査結果を通知するよう努める 

利害関係人のプ

ライバシー等に

配慮しつつ措置

の内容を通知す

るよう努める 

随 時 記 録 作 成 （公 益 通 報 書 （様式１）） 
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記録作成 取りまとめ 

報 告 （通報事案の処理が終了した段階） 


